
 
 

一般会計予算決算常任委員会 総務文教分科会 審査日程 
 

日 時 令和２年８月４日（火） 

      本会議終了後      

場 所 第２委員会室      

  

１ 議案第７７号 令和２年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１０回）に

ついて 

(1) 歳入・歳出に係る説明 

 ○ 歳入 19-1-1 財政課 

 ○ 歳出 2-1-9 企画課 

   （債務負担行為補正：ＬＡＢＶアドバイザリー業務） 

(2) 歳入・歳出に係る質疑 



 

 

令和２年８月臨時議会 

－ 議案第７７号 － 
 

 

 

 

厚陽地区光ファイバー整備事業 
 

 

 

 

 

企画部 企画課 
 



資料１■高度無線環境整備推進事業補助金

事業の目的

整備概要

近年、情報通信の急速な進歩により、光ファイバ網による超高速ブロードバンドの整備と

インターネット接続サービスの提供が全国規模で進んでいる。また、今後においても教育

や交通など様々な分野で、超高速ブロードバンドの整備を前提とし、公共サービスの拡充

をはじめとする新しい施策の展開が進められているところである。

本市の光ファイバ網については、市内のほとんどのエリアをＮＴＴが局舎単位で整備して

いる状況にあるが、厚陽地区（渡場局舎）のみ未整備となっている。光ファイバ網未整備地

域の解消を図ることを目的とし、厚陽地区において光ファイバ網を整備する通信事業者に

補助金を交付することで、民設民営による光ファイバ網敷設の推進を図る。
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地域の拠点的地点

（クロージャ）

光ファイバでデータ展開

【整備主体】電気通信事業者（民間）

【整備対象】伝送路設備、局舎整備等

【整備手法】民設民営型

【対象地区】厚陽地区

【総事業費】 96,100千円

【国庫補助】 27,700千円（国⇒事業者）
※高度無線環境整備推進事業（補助率：1/3）



資料２

対象地区

厚陽地区の現況

世帯数 938世帯

人口 1,919人

通信設備 ＡＤＳＬ
（通常の電話回線を利用）

・石鞘 ・鳥越一 ・鳥越二 ・渡場

・赤石 ・吉部田 ・沖部 ・新沖部

・大河 ・梶上 ・梶中 ・梶下

・古開作東 ・古開作上 ・古開作下

・厚陽団地 ・沖開作上 ・沖開作下

【対象自治会】 （全１８自治会）

＜厚陽地区＞
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資料３
令和２年度補正予算（第２号）の概要

※国の補正予算において、５０２億円の予算措置3



サービス提供モデル スキームイメージ スキーム概要

①公設公営型
地方公共団体が光ファイバ等を整備し、設備

の保守など維持管理を行う。

＜設置費：市 維持管理費：市＞

公設
民営型

②卸電気通信
役務

電気通信事業者である地方公共団体が、他

の民間電気通信事業者に卸電気通信役務の

提供を行う。

＜設置費：市 維持管理費：民間＞

③ＩＲＵ
地方公共団体が、民間電気通信事業者とＩＲＵ

契約を行い、光ファイバを心線単位で貸与。

＜設置費：市 維持管理費：民間＞

④民設民営型

民間電気通信事業者が光ファイバを整備し、

設備の維持管理を行う。場合によっては、地

方公共団体から整備費を補助。

＜設置費：民間 維持管理費：民間＞

⑤民設民営型
（高度化）

地方公共団体が整備した光ファイバを民間電

気通信事業者に譲渡し、民間電気通信事業

者が設備を高度化。

＜設置費：民間 維持管理費：民間＞

⑥第三セクター法人型

地方公共団体及び民間事業者による出資を

受けた第三セクター法人が光ファイバを整備

し、維持管理を行う。

＜出資金：市 維持管理費：三セク＞

民間電気
通信事業者

資料４

④番の民設民営型で通信設備の整備を行う。市は、民間の電気通信事業者が行った整備に対し、整備

費用（の一部）を補助する。整備後のランニングコストは事業者負担。

整備手法

○設備整備
○設備保守

自治体 住 民

サービス提供

自治体 住 民

サービス
提供

自治体

○設備整備
○設備保守

設備貸付

自治体

自治体

自治体

民間
事業者

第三セク
ター法人

住 民

住 民

設備貸付

設備保守

○設備整備 サービス
提供

○設備整備
○設備保守

サービス
提供整備費用

補助

住 民
サービス提供

○設備整備（高度化）
○設備保守

設備譲渡

住 民
サービス提供

○設備整備
○設備保守

出資

民間電気
通信事業者

民間電気
通信事業者

民間電気
通信事業者



資料５

【市の補助金額】 ５８,１００千円

補助金額

整備イメージ

クロージャ

（総事業費）96,100千円

（国庫補助対象経費）83,300千円

総事業費：96,100千円

国庫補助（ 1/3 ）
27,700
千円

本市負担

58,100千円 （一般財源）

事業者
負担
10,300
千円

（財源）新型コロナ対策臨時交付金

第３次申請分（11～12月内示予定）

22,100
千円

【臨時交付金補助割合】 自治体が補助した額の８割（※国庫補助額の８割が上限）

（上限額）

教育用 WI-FI

防災用・観光用
公衆 WI-FI

家庭用 WI-FI



資料６
スケジュール

時期 国 電気通信事業者 山陽小野田市

Ｒ２．８月 公募受付開始 国の公募にエントリー 補助金交付要綱策定

９月
高度無線環境整備推進
事業補助金申請受付

国に補助金申請

１０月
国から交付決定

市に補助金申請
補助金申請受付

１１月
市から交付決定

【事業開始】

１２月
地方創生推進臨時交付金

（三次申請分）内示予定

１月
地方創生推進臨時交付金
三次申請（予定）

２月

・・・

Ｒ３．３月 補助金交付 【事業完了】 補助金交付

Ｒ３．Ｘ月 サービス提供開始

※電気通信事業者が、８月の国の公募にエントリーするためには、国庫補助金が充当しない部分の

費用負担について、市と協議が整っている必要がある。
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令和２年８月臨時議会 

－ 議案第７７号 － 
 

 

 

山陽小野田市ＬＡＢＶ共同事業体 

設立に向けてのアドバイザリー委託 
 

 

 

 

 

企画部 企画課 



市有地利活用及びエリアマネジメント等に係る官民連携事業可能性調査
（実施主体：山口県山陽小野田市）

商工センターは、築40年を経過して建物の老朽化が著しく、建替えについて庁
内で今後の方向性を検討する中で、整備計画地近くで同じく建替えを検討して
いた山口銀行に連携を打診。商工センター内に拠点を有する小野田商工会議
所との協力体制を構築し、3者で建替えを検討していく見通しがついたため、施
設再整備とあわせて当エリアのにぎわい創出と交流人口の増加等を目指す取
組として、PPP手法（LABVを含む）による事業スキームを含めた官民連携手法
にて事業化を検討するに至った。

【事業分野：PRE活用、エリアマネジメント】 【対象施設：庁舎、商工センター】 【事業手法：LABV】

• LABVの事業スキームを活用した商工センターの再整備事業とエリアの面的活性化に向けた連鎖的事業の可能性検討
• LABVによる取組事業等の検討及び民間企業の参画意欲を踏まえた可能性の検討
• PPP実践セミナー等を通じて地元（市職員、市議会議員、地元企業）の理解を求めながら進める検討フロー

■ 山陽小野田市は小野田商工
会議所と山口銀行とともに、エリ
アのにぎわい創出と交流人口の
増加を目指す官民連携事業を実
施していくことの共通理解に至っ
たため、エリアの面的活性化を
目指し、「山陽小野田市LABVプ
ロジェクト」の事業化に取り組む
こととし、商工センター再整備事
業をリーディングプロジェクトとし、
銀行跡地活用事業や他の市有
地利活用事業等の連鎖的なプロ
ジェクトを仕掛けていくLABVの可
能性について調査を行った。
■ 商工センターと山口銀行小野
田支店は近接しており、エリアに
は商工業集積拠点、文化交流拠
点がある。またエリア外ではある
が、南には山陽小野田市立山口
東京理科大学もあり、産学官金
の連携をしやすい環境にある。

■ LABV共同事業体による事業スキーム
• 市が整備計画地を現物出資し、民間が資金等を出資してLABV共同事業
体を組成する。商工センターの整備及び所有はLABV共同事業体が行い、
市、商工会議所、銀行等が借上げまたは買取りを行うスキームを想定す
る。他の開発案件も同様のスキームとなる見込みである。

• LABV共同事業体は会社設立後に当エリアのまちづくりを踏まえた事業
計画を策定する。リーディングプロジェクトに並行して山口銀行跡地の計
画を行うほか、他の候補地の開発、運営等のにぎわいの創出に資する
取り組みについては、長期的に位置づけ、採算性を確保しつつ段階的に
進める。

 

学術研究拠点

市立山口東京理科大学
（工学部・薬学部）

市民館、中央図書館
ほか文化交流拠点

商工センター

大型商業施設
ほか商業集積拠点

工業集積拠点

市民体育館、武道館
サッカー交流公園
ほかスポーツ拠点

小野田駅

厚狭駅

ＪＲ在来線、新幹線

ＪＲ在来線

市役所

• 国内に実施例がないLABVを含む官民連携手法などの実現可能性を検討し、
事業実現に向けた課題等を整理する。

• 商工センターの再整備をリーディングプロジェクトとし、連鎖的な事業展開の
可能性の有無等によりLABVによる事業スキームが最適かを検証する。

• 本プロジェクトに対する地元企業の意欲醸成を図るとともに、地域の官民の
PPP人材の育成を進めることで、地元の理解を深めつつ、今後のPPPの積

極的な活用を促す。

調査の目的これまでの経緯

調査のポイント

事業概要 調査結果①

【資料1ｰ①】



【R1:先－8】 市有地利活用及びエリアマネジメント等に係る官民連携事業可能性調査
（実施主体：山口県山陽小野田市）

調査結果② 事業化に向けた今後の展望

【事業分野：PRE活用、エリアマネジメント】 【対象施設：庁舎、商工センター】 【事業手法：LABV】

■ 事業化に向けての主な取組及び課題
• 民間パートナー（LABV共同事業体に出資等を行う民間

企業）となり得る地元企業等への継続的な意向把握
• 市が長期的にエリアのまちづくりに関与するための協
定、契約の法的整理を踏まえながらの検討

• 民間パートナーの募集方法、公平性の確保
• 山陽小野田市LABVプロジェクトによる事業スキームに
対する市民の理解・関心を得るための情報発信

• 民間的発想を持つ市職員の育成

■ 事業化に向けてのスケジュール（案）
事業を円滑に進めるために、市民のPPPの理解、地域
住民への本プロジェクトへの関心を高める機会を設ける。
また関係者間の合意形成等は必要不可欠であり、これ
らの調整を行いながら事業を進める。

【リーディングプロジェクトの事業案】
LABV 共同事業体が施設を利活用したサー
ビス提供等の事業を実施する。加えて利活
用に関心を示す運営事業者も個々に事業を
行う。 LABV 共同事業体は個々の運営事
業者から賃貸料を徴収する等の業務を担う。

■事業コンセプト
「広場を活用した多世代が集う交流・にぎわ
い拠点」

■市・商工会議所・銀行施設に付加する機能
（実現可能性がある事業）

• 飲食機能
• 医療・福祉機能
• 住宅機能（学生寮等の共同住宅）
■土地活用イメージ図
• 交流・にぎわい拠点として広場をにぎわい
の場とした施設配置やプランを構築する。

• 今後の検討によってレイアウト等は変わっ
ていくことが想定されるが、下図を事業検
討を進めるベースのプランとして活用する。

サウンディング、事業者ヒアリング等を通じ「山陽
小野田市LABVプロジェクト」の可能性は下記理由
により見込める。

①リーディングプロジェクトに可能性がある
• 市、商工会議所、銀行店舗に加えて広場をにぎわ
いの場としたレイアウトも関係者には受け入れら
れている。

• まずはできることから始めるというスタンスに立ち、
過大投資にならないよう事業構築できる見込みで
ある。住宅（学生寮）事業が追加となればさらに事
業効果は高まると期待する。
②連鎖的事業の見通しがある
• リーディングプロジェクトに加え、銀行店舗跡地の
活用は同時並行で進めることが可能である。また、
他の市有地も候補に挙がってくる見通しがある。
事業化の面でも実現可能な事業の候補が複数あ
るため、エリアを俯瞰した連鎖的事業の実現が見
通せる。
③民間企業の参画が見込める
• 特に地元企業を中心に本プロジェクトに対して高
い関心を持っており、参画意欲を示す事業者も複
数存在する。また市外からもLABVの事業スキー
ムという目新しい手法に関心を持つ事業者も多い。

• 地元企業には地場資本の不動産デベロッパー等
の開発・リーシングのノウハウや実績などを持っ
た企業もあり、その力量には期待したい。
④地元への理解が徐々に進んでいる
• 市職員、市議会議員、地元企業を対象に

PPP/PFIのノウハウとスキルアップを目指しＰＰＰ
セミナーを開催（全４回）するとともに、小野田商工
会議所の会合等でPPP/ＰＦＩに関する研修等を
行ったことで、官民連携手法に関する理解が少し
ずつ深まっていると考える。

【資料1ｰ②】



【資料２】

LABV （Local Asset Backed Vehicle) の特徴

１ 自治体 が公有地を現物出資 し

民間事業者が資金出資して作った事業体が、公

共施設と民間収益施設を複合的に整備する。官

民連携の先進国の英国で取組がすすむ。

２ 通常、ＰＦＩは、特定の公共施設 を対象とする

のに対し、

ＬＡＢＶは、複数の公有地

に商業施設やオフィスビル等の民間収益施設も

組み合わせた開発やマネジメントまでを行う。

【資料３】

市内他公的不動産への横展開の可能性

事業の横展開のイメージ図

山陽小野田市LABVプロジェクトのリーディングプロジェクトとして、

商工センターの整備を進めるが、次の展開として銀行店舗跡地の

活用の検討を進める。また、エリア内にある他の市有地も今後検討

可能となる見込みであり、LABVの最大限特徴を活かして連鎖的な

事業展開を行っていきたい。
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【資料4】商工センター再整備のモデルプラン

イメージパース（案）

運営主体 機能 想定規模

山陽小野田市
公園通出張所 85㎡

中央福祉センター、市民活動センター、その他会議室等 520㎡

小野田商工会議所 事務所等 160㎡

山口銀行小野田支店 銀行店舗等 350㎡

テナント 学生寮、店舗等 ―

「広場を活用した多世代が集う交流・にぎわい拠点」
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No 機能 事業可能性 ポイント

1 飲食 ◎
・エリア内に飲食店が少なく、ニーズも高い。
・他施設と連携して魅力あるサービス提供が期待できる。

2 医療・福祉 ◎
・市中心部かつ他施設もあり、利便性が高い。
・テナントとして事業の安定性がある。

3
住宅

（学生寮・
社宅等）

◎

・学生寮は定員増の影響で今後不足することが確実に見込まれている。大学側から
も市街地での整備ニーズが高い。

・社宅の老朽化に伴う建替えニーズもある。
・借上げ等により賃貸住宅事業は安定性がある。

4 交流拠点（広場等） ◎

・広場として開放するだけではなく、日常的なイベント活用等により集客装置とすると
ともに、施設内機能と連携しお金を落とす仕組みを構築、稼ぐ空間と位置づけて
収益性も求める。

・幅広い層から交流拠点に対するニーズがある。
・市内大学のサテライトキャンパスについても大学側から検討可能といった意見がある。

5 宿泊 〇
・エリア内では不足気味。出張者ターゲットとしたビジネスホテルは需要が見込める。
・一定の駐車場確保が必要である。

6 創業支援 ◎
・商工会議所、銀行があり連携した支援体制の構築が可能である。
・トライアルの場として広場等の活用が可能である。
・事業化が見込めたら、空家等・空き店舗を賃貸して出店という流れも期待できる。

7 物販 △ ・おのだサンパークとの競合となれば難しい。

8 ホール △ ・300名程度を収容できる大規模な施設になれば、稼働率に懸念がある。

【資料5】

実現可能性のある事業
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①一つの事業体が連鎖的事業を展開 ②事業案件ごとに事業体を組成
→各事業をとりまとめるエージェント会社の検討

事業スキームの検討（連鎖的な事業展開に向けた取組スキーム案）

6

【資料6】



https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000016.html

国土交通省
「国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用に関する発注担当者向け参考書」－ 「ＰＦＩ事業における契約手続きの簡素化・円滑化」から抜粋

アドバイザリー業務について 【資料7】

7



・2020年 9月～10月

アドバイザリー業務スタート

・2021年 3月

事業構想策定
実施方針等の公表

・2021年 6月

事業パートナー募集に係る公募
資料の公表

・2021年11月

事業パートナーの選定

・2022年 1月

LABV共同事業体の設立

・2022年 3月

LABV共同事業体の事業計画
策定

今後のスケジュール

【資料8】
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